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目標１

目標２

〈対策〉

・平成２３年　５月 年次有給休暇について管理職に対する研修の実施

・平成２２年５月 育児休業取得者に対する相談窓口の設置

〈対策〉

・平成２２年１０月 具体的な取得の方法についての検討及び実施

計画期間内に、年次有給休暇の取得率向上に努める。

・平成２３年５月 育児休業制度の社内周知及び管理職に対する研修の実施

医療法人友愛会　園田病院　一般事業主行動計画

従業員が仕事と子育てを両立させることができ、全従業員が働きやすい環境をつくることによって、全て
の従業員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

計画期間内に、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備をおこない、取得率
を７０％以上にする。

平成２２年　２月　１日から平成２７年　１月３１日までの５年間計画期間

内容


